
 

          

建設業許可基準における経営業務の管理責任者の要件改正について（H29.6.30施行） 

 

  建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第７条第１号ロの規定による同号

イに掲げる者と同等以上の能力を有する者の国土交通大臣による認定については、「建設業法第７

条第１号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件」（昭和４７年３月８日建設省告示

第３５１号。以下単に「告示」という。）により行ってきたところです。 

経営業務の管理責任者の要件について、以下のとおり改正がありましたので、お知らせします。 

 

一． 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に

従事した経験（補佐経験）の範囲について（告示第１号ロ関係） 

経営業務管理責任者要件として認められる経験のひとつとして「経営業務の管理責任者に準ずる

地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験」（以下「補佐経験」

という。）が位置付けられているところ、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」について、従前

の「業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者」等に加え、「組合理事、

支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者」等も認めることとする。 

 

 

二． 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験について

（告示第２号ロ関係） 

経営業務管理責任者要件として認められる経験のひとつとして、許可を受けようとする建設業に

関する「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議

を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員

等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」（以下「執行役員等としての経営管理経験」

という。）が位置付けられているところ、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する執

行役員等としての経営管理経験」も認めることとする。 

また、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験につ

いては、単一の業種区分においての経験を有することを要するものではなく、複数の業種区分にわ

たるものであってもよいものとする。 

なお、告示第２号ロに該当するか否かの判断にあたっては、規則別記様式第七号等に加え、次に

掲げる書類において、被認定者が本号ロに掲げる条件に該当することが明らかになっていることを

確認するものとする。 

・ 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを

確認するための書類 

組織図その他これに準ずる書類 

・ 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する事業部門

であることを確認するための書類 

業務分掌規程その他これに準ずる書類 

・ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任さ



れ、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、

代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するため

の書類 

定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議

事録その他これらに準ずる書類 

・ 執行役員等としての経営管理経験の期間を確認するための書類 

取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類 

 

三． 経営業務管理責任者要件として求められる経験の期間について（告示第１号ロ並びに告示第２号

イ及びロ関係） 

 許可を受けようとする建設業に関する補佐経験（告示第１号ロ）、許可を受けようとする建設

業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験（告示第２号イ）及び許可を受けよう

とする建設業以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験（告示第２号ロ）については、

経営業務の管理責任者要件として求められる経験の期間を６年以上とする。 

  

四．３種類以上の経験の期間の合算について 

(１) 許可を受けようとする建設業に関する補佐経験について（告示第１号ロ関係） 

許可を受けようとする建設業に関する６年以上の補佐経験については、許可を受けようと

する建設業に関する補佐経験の期間と、許可を受けようとする建設業及びそれ以外の建設業に

関する執行役員等としての経営管理経験並びに許可を受けようとする建設業及びそれ以外の

建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間が通算６年以上である場合も、告示

第１号ロに該当するものとする。 

(２) 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験に

ついて（告示第２号イ関係） 

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する６年以上の経営業務の管理責任者とし

ての経験については、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任

者としての経験の期間と、許可を受けようとする建設業に関する経営業務の管理責任者として

の経験及び執行役員等としての経営管理経験の期間が通算６年以上である場合も、告示第２号

イに該当するものとする。 

(３) 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験につ

いて（告示第２号ロ関係） 

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する６年以上の執行役員等としての経営管

理経験については、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する執行役員等としての経

営管理経験の期間と、許可を受けようとする建設業に関する経営業務の管理責任者としての経

験及び執行役員等としての経営管理経験並びに許可を受けようとする建設業以外の建設業に

関する経営業務の管理責任者としての経験の期間が通算６年以上である場合は告示第２号ロ

に該当するものとする。 

 


